
(３)－１．給水申請書類の変更について

同一所有者・同一申請区分（新設・改造）の場合、支分・連合給水の
給水装置新設等申込書の枚数が１枚で可となります。
※完了届・給水工事検査報告書も申込書と同様の扱いです
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１枚でＯＫ
部屋番（ﾒｰﾀｰ）毎に提出

それぞれ１枚でOK

給水装置
新設等申込書

・給水装置施工計画及び設計図
・材料基準適合確認表

・公図
・公道分施工図
・承諾書（水圧不足など）
・その他必要な書類

例）５件の連合給水申請の場合



9998

(３)－２．給水申請書類の変更について

同一所有者の場合、撤去申請は取出箇所毎１枚で可となります。
※撤去申請とは給水装置新設等申込書・設計図等、申請書類１式の意味
※完了届・給水工事検査報告書も申込書と同様の扱いです

例）水道番号7777,8888,9998,9999を撤去する場合

連番だが、取出箇所が
異なるので申請は別

１申請

１申請

水道番号は連番ではないが、
取出箇所が同じ（連合)なので１申請でＯＫ
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